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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7条の規定に基づき、当社は、環境の保全の見地からの意見を求め

るため、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書及び要約書を公告の日から起

算して 1月間縦覧に供した。 

 

（1）公告の日 

平成 25年 3月 26日（火） 

 

（2）公告の方法 

① 平成 25年 3月 26日（火）付けで、官報及び下記の日刊新聞紙に公告を掲載した。（別

紙 1-1及び別紙 1-2参照） 

・下 野 新 聞（朝刊  2面 全県版） 

・読 売 新 聞（朝刊 32面 栃木県版） 

・朝 日 新 聞（朝刊 29面 栃木県版） 

・毎 日 新 聞（朝刊 27面 栃木県版） 

・産 経 新 聞（朝刊 23面 栃木県版） 

・日本経済新聞（朝刊 43面 北関東版） 

 

 

② 上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

・次の自治体の広報誌に掲載した。（別紙 2参照） 

a. 真岡市  Weekly News もおか 第 2411号 3面 

b. 上三川町 広報かみのかわ 4月号 p.28 

c. 宇都宮市 広報うつのみや 4月号 p.27 

d. 芳賀町  広報はが 4月号 p.17 

・自治体（栃木県、真岡市、上三川町、宇都宮市、芳賀町）ホームページ及び当社ホーム

ページへ掲載した。（別紙 3-1～別紙 3-5参照） 

 

（3）縦覧期間 

① 縦覧期間：平成 25年 3月 26日（火）から平成 25年 4月 25日（木）まで 

（自治体庁舎については閉庁日を除く。） 

 

② 縦覧時間：自治体庁舎（開庁時間内） 

当社事業場（午前 9時から午後 5時まで） 

当社ホームページ（常時アクセス可能） 

 

なお、当社事業場及び当社ホームページでは縦覧期間終了後も、上記縦覧時間において、

平成 25年 5月 9日（木）まで閲覧可能とした。 
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（4）縦覧場所及び縦覧者数 

① 縦覧場所：9 箇所（別紙 4参照） 

② 縦覧者数：9名 

③ 電子縦覧（別紙 5参照） 

当社ホームページ（http://www.kobelco.co.jp/assessment/moka/hohosho.html）に平

成 25年 3月 26日（火）より電子縦覧に供した。縦覧期間中のアクセス数は 701回であっ

た。 

 

２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明

会を開催した。 

説明会の開催の公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

 

№ 開催日 場所 来場者数 

① 
平成 25年 4月 5日（金） 

18:30～19:30 

真岡商工会議所 

（真岡市荒町 1203番地） 
38名 

② 
平成 25年 4月 13日（土） 

14:00～14:50 

栃木県教育会館 

（宇都宮市駒生 1丁目 1番 6号） 
29名 

 

 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた。 

 

（1）意見書の提出期間 

平成 25年 3月 26日（火）から平成 25年 5月 9日（木）まで 

（縦覧期間及びその後 2週間、郵送の受付は当日消印有効とした。） 

 

（2）意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見についての記載方法及び意見書用紙を縦覧場所に備え付け、郵

送により意見を受け付けた。 

また、説明会においても来場者に意見書用紙を配布し、意見書の郵送をお願いするととも

にその場でも受け付けた。（別紙 6-1、別紙 6-2及び別紙 7参照） 

 

（3）意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 1通（意見の総数：5件）であり、郵送による提出であった。（別

紙 8参照） 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された意見の概要及び当社の見解 

 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出により述べ

られた意見の総数は 5件であり、環境の保全の見地からの意見が 4件、環境の保全の見地以外か

らの意見が 1件であった。 

「環境影響評価法」第 9条及び「電気事業法」第 46条の 6第 1項の規定に基づく、方法書につ

いての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。 
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環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解 

 

環境の保全の見地からの意見 

No. 意 見 の 概 要 当 社 の 見 解 

1 【大気 要約書 p.17】 

大気汚染の係る苦情発生状況が平成 22 年

のみで、以前資料が無い理由 

環境影響評価の予測及び評価の手法の選定を行うため、対

象実施区域及びその周囲の状況を調査し、本方法書の第 3章

にとりまとめました。 

従いまして苦情発生状況につきましては、最新の状況が重

要と考え、本方法書作成時点で入手できた平成 22 年度の状

況を掲載させていただきました。 

参考までに、現在入手可能な平成 23 年度分を含め、至近

6 年間の苦情発生件数を下表に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 【動物・植物・生態系 要約書 p.22】 

（ロ）注目すべき生息地にタガメ、ハルゼ

ミ、オオムラサキとあるが環境庁（昭和

56 年）を基準にされているので新しい物

にする。 

対象事業実施区域周辺における動物、植物の重要な種の生

息・生育場所及び注目すべき生息地の最新の調査報告として

は、｢真岡インターチェンジ周辺土地区画整理事業に係る環

境影響評価書｣(栃木県、平成 11 年)や｢真岡インターチェン

ジ周辺土地区画整理事業に伴う環境影響評価事後調査報告

書｣(真岡市、平成 15 年～平成 24 年)等があり、本方法書の

「（５）動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況」に

て情報を整理しております。 

但し、動物、植物の重要な種の生息・生育場所及び注目す

べき生息地の位置については、希少な動物、植物の保護の為、

生息地・生育地を特定できないよう配慮し、図示しておりま

せん。 

一方、対象事業実施区域周辺で注目すべき生息地が公開さ

れている資料は「第 2 回自然環境保全基礎調査 栃木県動植

物分布図 (環境庁、昭和 56年)」ですので、これを図示いた

しました。 

３ 【動物・植物・生態系 方法書 p.80、p.81】 

要約書と同じで旧資料のみであり平成に

入ってからの調査がなされていない理由 

 

公害関係苦情発生件数 

年度 自治体 
大気 
汚染 

水質 
汚濁 

土壌 
汚染 

騒音 振動 
地盤 
沈下 

悪臭 その他 計 

平成 
18 

年度 

栃木県 518 189 5 193 9 1 205 604 1,724 

真岡市 17 0 0 5 0 - 7 0 29 

宇都宮市 24 9 - 41 2 - 21 224 321 

平成 
19 

年度 

栃木県 526 135 5 149 12 0 246 562 1,635 

真岡市 38 0 0 2 4 - 8 0 52 

宇都宮市 16 6 - 24 3 - 34 522 605 

平成 
20 

年度 

栃木県 543 133 8 176 9 0 228 717 1,814 

真岡市 44 1 0 9 0 - 17 10 81 

宇都宮市 26 4 - 31 3 - 24 501 589 

平成 

21 
年度 

栃木県 541 86 2 184 9 0 232 709 1,763 

真岡市 45 1 0 9 0 - 11 0 66 

宇都宮市 18 7 - 34 4 - 20 421 504 

平成 

22 
年度 

栃木県 439 126 7 148 4 0 186 809 1,719 

真岡市 33 2 0 9 1 - 10 1 56 

宇都宮市 15 4 - 39 1 - 16 435 510 

平成 
23 

年度 

栃木県 460 115 11 153 10 1 213 754 1,717 

真岡市 38 7 1 20 5 - 10 15 96 

宇都宮市 6 4 - 23 2 - 19 440 494 

注：引用資料に分類項目がないものは「-」とした。 

「栃木県環境白書」、「真岡市の環境」、「宇都宮の環境」 より作成 
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環境の保全の見地からの意見 

No. 意 見 の 概 要 当 社 の 見 解 

４ 【社会的状況･交通 要約書 p.26】 

(5)学校等を考えているが、現在の通学路

問題を考慮していない理由 

道路周辺における環境影響につきましては、工事用資機材

等の搬出入や供用後の資材等の搬出入に伴う大気環境、騒音

及び振動への影響が考えられます。従いまして、これらにつ

きましては、予測評価を行う項目として選定いたしました。 

なお、通学路及び交通事故等への安全につきましては、国

道や県道等の幹線道路を通行する、工事関係者等への指導及

び交通ルール遵守を徹底するなど、十分配慮してまいりま

す。 

 

 

環境の保全の見地以外からの意見 

No. 意 見 の 概 要 当 社 の 見 解 

１ ガス火災について不明。どのように、延焼

防止が考えられているのか、又、消防設備

状況で水を使用するのか 

本方法書は環境影響評価法等に基づき「環境影響評価を行

う方法」について作成したものです。 

従いまして設備の安全性や災害による影響に関しては記

載しておりませんが、災害対策は、今後行う詳細設計、許認

可手続きの中で検討を行ってまいります。 

ちなみに、発電所建設に当たりましては「電気事業法」、

「消防法」、「建築基準法」等、各種の法律及び技術基準等に

基づいて安全性の高い設備設計を行うとともに、ガス火災に

つきましても「電気事業法」等の設計基準に基づき設計いた

します。 

また、運転開始後につきましても、適切な運転管理、保守

点検を行い、事故の未然防止や設備保全に努めてまいりま

す。 
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別紙 1-1 

官報に掲載した公告内容 

○ 平成 25 年 3 月 26 日（火）掲載 

6 



 

7
 

日刊新聞に掲載した公告内容 

 

○ 平成 25年 3月 26日（火）掲載 

  下野新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞 

 

 

 

 

 

 

別
紙

1
-
2
 

7
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自治体の広報誌に掲載したお知らせ内容 

○ 真岡市                 ○ 上三川町  

 Weekly News もおか 第 2411号 3面      広報かみのかわ 4月号 p.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 宇都宮市 広報うつのみや 4月号 p.27 

 

 

 

○ 芳賀町 広報はが 4月号 p.17 

 

 

別紙 2 
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自治体ホームページに掲載したお知らせ内容 

○ 栃木県 

 

○ 真岡市 

 

別紙 3-1 
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○ 上三川町 

 

 

○ 宇都宮市 

 

別紙 3-2 
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○ 芳賀町 

 

 

別紙 3-3 
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当社ホームページに掲載したお知らせ内容 

  

 

 

別紙 3-4 
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別紙 3-5 
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縦覧場所 

縦覧場所 所在地 

自治体庁舎 

栃木県 環境森林部環境森林政策課 宇都宮市塙田 1-1-20 本庁舎 11F 

栃木県 県民生活部広報課県民プラザ室 宇都宮市塙田 1-1-20 本庁舎 2F 

栃木県 芳賀県民相談室 真岡市荒町 5197 

栃木県 県東環境森林事務所 真岡市田町 1568 

真岡市 環境課 真岡市荒町 5191 

上三川町 住民生活課 上三川町しらさぎ 1-1 

宇都宮市 環境政策課 宇都宮市旭 1-1-5 

芳賀町 環境対策課 芳賀町祖母井 1020 

当社事業場 ㈱神戸製鋼所 真岡製造所 真岡市鬼怒ヶ丘 15  

 

別紙 4 
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当社ホームページに掲載した方法書の内容 

 

 

別紙 5 
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神鋼真岡発電所建設計画環境影響評価方法書をご覧になる皆さまへ 
 

１．縦覧期間 

平成 25 年 3 月 26 日（火）から平成 25 年 4 月 25 日（木）まで（土日祝日は除く） 

なお、当社真岡製造所については、縦覧期間終了後も 5月 9日(木)まで土日祝日もご覧頂けます。 

２．縦覧時間 

自治体の開庁時間内。当社真岡製造所については午前 9 時から午後 5 時まで 

３．縦覧場所 

縦覧場所 所在地 

栃木県施設 

栃木県 環境森林部環境森林政策課 宇都宮市塙田 1-1-20 本庁舎 11F 

栃木県 県民生活部広報課県民プラザ室 宇都宮市塙田 1-1-20 本庁舎 2F 

栃木県 芳賀県民相談室 真岡市荒町 5197 

栃木県 県東環境森林事務所 真岡市田町 1568 

関係市町施設 

真岡市 環境課 真岡市荒町 5191 

上三川町 住民生活課 上三川町しらさぎ 1-1 

宇都宮市 環境政策課 宇都宮市旭 1-1-5 

芳賀町 環境対策課 芳賀町祖母井 1020 

当社事業場 真岡製造所 真岡市鬼怒ヶ丘 15  

 

４．ご意見の提出 

「神鋼真岡発電所建設計画環境影響評価方法書」について、環境の保全の見地からご意

見をお持ちの方は、以下の方法で意見書をお寄せ下さい。 

【ご意見の提出方法】 

備え付けの「神鋼真岡発電所建設計画環境影響評価方法書に対する意見書」に住所、氏

名及びご意見を記入して頂き、提出期限内に以下の宛先までご郵送ください。（備え付けの

封筒をご利用下さい。） 

＜提出先＞ 

〒141-8688 東京都品川区北品川５－９－１２ 

株式会社神戸製鋼所 真岡発電プロジェクト推進部 宛 

【ご意見の提出期限】 

平成 25 年 5 月 9 日（木）まで（当日消印有効） 

【お問い合わせ先】 

株式会社神戸製鋼所 真岡発電プロジェクト推進部 

電話：03-5739-5829（土日祝日を除く、午前 9 時から午後 5 時まで） 

別紙 6-1 
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別紙 6-2 
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神 鋼 真 岡 発 電 所 建 設 計 画 

環 境 影 響 評 価 方 法 書 に 対 す る 意 見 書 

お 名 前 
法人その他の団体に 

あっては、その名称 

及び代表者の氏名 

 

 
ご 住 所 

 法人その他の団体に 

あっては、 主たる 

事務所の所在地 

〒    －      

 
 

（℡    -    -    ） 

環境影響評価法第８条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を、次のとおり提出する。 

ご意見の項目 
ご  意  見 

（日本語により意見の理由を含めてご記入ください） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【項目の例】 

大気質、騒音・振動、 

水質、地形･地質、 

動物・植物、景観、 

廃棄物、温室効果ガス等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1.環境影響評価法施行規則第 4 条の規定により、必ずお名前及びご住所の記入をお願いします。 

   なお、本用紙の情報は、個人情報保護の観点から適切に取り扱います。 

  2.この用紙に書ききれない場合は、裏面あるいは別のＡ４用紙にご記入ください。 
  3.ご意見は、鹿島共同火力株式会社宛に下記の期限までに、ご郵送をお願いします。 

 【ご意見の提出方法及び提出先】 

   下記のあて先まで提出期間内にご郵送ください。 

   〒141-8688 東京都品川区北品川 5-9-12 

株式会社神戸製鋼所 真岡発電プロジェクト推進部 

 

 【ご意見の提出期間】 

   平成 25 年 3月 26 日（火）～平成 25 年 5 月 9日（木）（当日消印有効） 

別紙 7 
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意見書の提出状況 
 

① 縦覧場所 

縦覧場所 閲覧者数 
意見書用紙 

持出数 

意見書 

受付数 

自治体庁舎 

栃木県  

環境森林部環境森林政策課 
0名 0枚 0件 

栃木県  

県民生活部広報課県民プラザ室 
3名 1枚 0件 

栃木県 芳賀県民相談室 2名 1枚 0件 

栃木県 県東環境森林事務所 1名 0枚 0件 

真岡市 環境課 2名 2枚 0件 

上三川町 住民生活課 0名 0枚 0件 

宇都宮市 環境政策課 0名 0枚 0件 

芳賀町 環境対策課 0名 0枚 0件 

当社事業場 ㈱神戸製鋼所 真岡製造所 1名 0枚 0件 

合 計 9名 4枚 0件 

 

 

② 説明会会場 

開催日及び会場 来場者数 
意見書用紙 

配布数 

意見書 

受付数 

平成 25 年 4月 5日（金） 

18:30～19:30 
真岡商工会議所 38名 38枚 0件 

平成 25 年 4月 13日（土） 

14:00～14:50 
栃木県教育会館 29名 29枚 0件 

 

 

③ 郵送 

 

郵送による意見書を 1通受け付けた。 
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